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１．この資料における用語の定義 

 

○ 総合事業 

和歌山市において平成２９年４月から実施している介護予防・日常生活支援総合事業（介護保険法第

１１５条の４５第１項）のことをいいます。 

 

○ 事業対象者 

総合事業実施に伴い新設された基本チェックリストを用いた簡易な手続きにより判定される要支援者

に相当する状態の者をいいます。 

 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者・事業対象者が対象となる介護保険制度上の市町村が行う地域支援事業です。本市では、平

成２９年４月から「訪問型サービス」「通所型サービス」「介護予防ケアマネジメント」を実施していま

す。 平成２９年４月から実施している和歌山市の介護予防・生活支援サービスは、短期集中型通所サー

ビスを除き、和歌山市が指定した事業者によるサービス提供となります。また、審査・支払も原則、国

保連合会を活用するものになります。 

事業 内容 

訪問型サービス 

（第１号訪問事業） 

要支援者・事業対象者に対し、掃除、洗濯など日常生活上の支援を

提供 

通所型サービス 

（第１号通所事業） 

要支援者・事業対象者に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上

の支援を提供 

その他の生活支援サービス 

（第１号生活支援事業） 

要支援者・事業対象者に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮

らし高齢者等への見守りを提供 

介護予防ケアマネジメント 

（第１号介護予防支援事業） 

要支援者・事業対象者に対し、総合事業によるサービス等が適切に

提供できるようケアマネジメント 

 

○ 予防給付 

 要支援者が対象となる介護保険の保険給付。 

 

○ 介護給付 

要介護者が対象となる介護保険の保険給付。 
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２．和歌山市における総合事業の概要 

 

（１）和歌山市の総合事業の開始 

 

 平成２９年４月から 

 

 

（２）和歌山市の現状と総合事業の考え方 

 

 今後、高齢者の増加（特に介護等のリスクが高まる７５歳以上の人口の増加）と担い手の減少（１５

～７４歳の人口）が同時に進むこととなります。 

 人口全体の中で支援を必要とする高齢者の比率が大きくなると、サービスを提供する従事者が不足し

てくることが予測されることから、今後、支援が必要な高齢者がさらに増えても、高齢者が住みなれた

地域で暮らし続けられるよう、新たなしくみづくりに今のうちから取り組まなければなりません。上昇

し続ける介護保険料を抑制しつつ、将来的に不足が見込まれる介護サービスの担い手を確保し、高齢者

の生活を支える体制を持続可能なものとしていく必要があります。 

 

 

人口推移（和歌山市） 

 

 

 

 

 

 

4.0 5.3 

（75歳以上） 

（15～74歳） 

3.7 人 5.2 人 
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総合事業は、これまで全国一律の基準に基づき予防給付として提供されていた訪問介護及び通所介護

を市の事業として実施し、多様なニーズに応えるサービスを総合的に提供できるしくみを構築するもの

です。 

高齢者が安心して暮らし続けるためには、生活の継続に必要な買い物や掃除など日常生活上の支援や、

生きがいを持って参加できる活動が、これまで以上に必要になると見込まれます。このことから、総合

事業では、従来の介護サービス事業所だけでなく、民間企業やＮＰＯ法人、ボランティア等の多様な主

体によるサービスや生活支援を充実することにより、専門的な職員だけでなく、幅広い担い手で高齢者

の暮らしをお手伝いする地域支えあいの体制づくりを推進しています。 

また、自分らしく地域で暮らし続けるためには、一人ひとりができる限り介護予防に努めるとともに、

地域や家庭の中で何らかの役割を担いながら生活することが大切です。役割を担うことは介護予防にも

つながります。地域の誰もが参加できる、身近な場所での「体操の自主グループ」など、住民の自主的

な介護予防活動の立ち上げなどを応援します。 

事業メニューや事業内容については、和歌山市の実情に応じた内容を提供することとし、本市では平

成２９年４月から総合事業を開始しました。総合事業開始後においても、サービス実施状況や国の動き

に応じて適宜必要な見直しを行っていきます。 

 

 

自 自助・互助・共助・公助 

の仕組みづくり 

 

高齢者が増え、労働者人

口は減る中で、介護保険サ

ービス（共助）だけでなく、

自助・互助・公助も組み合

わせながら、高齢者を支え

ていくことが重要です。 

※三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 
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３．地域支援事業とは 

地域支援事業は、「被保険者が要介護状態又は要支援状態になることを予防し、社会に参加し 

つつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援すること」を目的とし、地 

域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医 

療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進するもの。  

 

４ 総合事業とは 

 介護保険法第１１５条の４５第１項に規定。 

市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、要支援認定者等

に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。 

 

（１）総合事業の概要 

 総合事業の構成は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の２本立てにな

っています。介護保険制度の中に位置づけられた事業であり、財源構成は従来と変わりません。 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

 要支援認定者の訪問介護、通所介護を全国一律の給付から市町村事業（地域支援事業）に移管し、

従前相当のサービスに加え、幅広い担い手によるサービスを提供できるよう多様化 

② 一般介護予防事業 

 従来の方針を大きく転換する『「地域づくり」の中の介護予防』をコンセプトとした介護予防事業 

（２）総合事業の構成   
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〇 一般介護予防事業 

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、

人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくり

を推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活

かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活

できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として実施するもの。 

 

・ＷＡＫＡＹＡＭＡつれもて健康体操 

・わかやまシニアエクササイズリーダー養成講座 

 

 

 

 

 

（３）サービスの類型（厚生労働省ガイドライン（概要）） 

 

 

  住民主体の通いの場 

市内 260グループ以上 

    （令和８年２月時点） 
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（４）和歌山市の訪問型サービスの基準・単価等について 

サービス種別 予防給付型訪問サービス（従前相当サービス） 

サービス内容 訪問介護員による身体介護、生活援助 

サービス提供

の考え方 

○ 既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要なケース 

○ ケアマネジメントで、以下のような訪問介護員による専門的なサービスが必要と

認められるケース 

（例） 

・認知機能の低下や精神・知的障害により日常生活に支障があるような症状や行動を伴う者 

・退院直後で状態が変化しやすく、自立支援に向けた専門的サービスが特に必要な者 など 

実施方法 事業者指定 

人員基準 

 

 必要な資格 配置要件 

管理者 なし 常勤・専従１以上 ※１ 

訪問介護員等 

介護福祉士、介護職員初任者研

修等修了者、生活援助従事者研

修修了者 ※２ 

常勤換算２．５以上 

サービス提供 

責任者 
介護福祉士、実務者研修修了者 

常勤の訪問介護員等の

うち、利用者４０人に

１人以上 ※３ 

 ※１ 支障がない場合、他の職務、他事業所等の職務に従事可能 

 ※２ 生活援助中心型のみ従事 ※３ 一部非常勤職員も可能 

和歌山市の総合事業に係る人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法に関する基準を定める規則を参照 

 設備基準 
和歌山市の総合事業に係る人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法に関する基準を定める規則を参照 

  運営基準 

単  価 

適切な介護予防ケアマネジメントにより、必要な支援の内容と回数・時間等を決定します。 

回 数 対象者 単 位 ※１   

週 1 回程度 事業対象者、要支援１・２ 1,176 単位／月 

週 2 回程度 事業対象者、要支援１・２ 2,349 単位／月 

週２回超程度 
要支援２相当の事業対象者（※２） 

要支援２ 
3,727 単位／月 

※１ １単位＝１０．４２円  

和歌山市の総合事業に係る第1号事業に関する規則を参照 

※２ 例外的に特に必要と認めた場合（Ｐ２２参照） 

加算・減算 
あり（介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基

準を参照） 

利用者負担 １割、一定以上所得者は２割又は 3割 

支払方法 国保連合会経由で審査・支払 限度額管理 限度額管理の対象・国保連合会で管理 
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サービス種別 生活支援型訪問サービス（緩和型サービス） 

サービス内容 生活援助 

サービス提供

の考え方 

○ 身体介護までは必要ないが、家事等の一部に支援が必要なケース（生活援助のみ

必要な方） 

○ サービス内容は柔軟に提供可能としつつ、ケアマネジメントにより、利用者の自

立支援に資するサービスを提供 

実施方法 事業者指定 

人員基準 

 

 必要な資格 配置要件 

管理者 なし 専従１以上 ※１ 

従事者 

介護福祉士、介護職員初任者研

修等修了者、生活援助従事者研

修修了者、入門的研修修了者 

※２、一定の研修修了者 ※３ 

必要数 

訪問事業 

責任者 
従事者と同じ 従事者のうち必要数 

 ※１ 支障がない場合、他の職務、他事業所等の職務に従事可能 

 ※２ 基礎講座及び入門講座の両方を修了した者 

 ※３ 各サービス事業所又は市で実施する 6 時間以上の研修を修了した者 

和歌山市の総合事業に係る人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法に関する基準を定める規則を参照 

設備基準 
和歌山市の総合事業に係る人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法に関する基準を定める規則を参照 

  運営基準 

単  価 

適切な介護予防ケアマネジメントにより、必要な支援の内容と回数・時間等を決定します。 

回 数 対象者   単 位 ※１ 

週１回程度 

（月 5回まで） 
事業対象者、要支援１・２ 

2３５単位／回 
週２回程度 

（月 10回まで） 
事業対象者、要支援１・２ 

週３回程度 

（月 15回まで） 

要支援２相当の事業対象者（※２） 

要支援２ 

※１ １単位＝１０．４２円  ※２ 例外的に特に必要と認めた場合 

和歌山市の総合事業に係る第 1 号事業に関する規則を参照  

加算・減算 なし 

利用者負担 １割、一定以上所得者は２割又は３割 

支払方法 国保連合会経由で審査・支払 

限度額管理 限度額管理の対象・国保連合会で管理 
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（５）和歌山市の通所型サービスの基準・単価等について 

サービス種別 予防給付型通所サービス（従前相当サービス） 

サービス内容 旧介護予防通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練 

サービス提供

の考え方 

○ 既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース 

○ 緩和型サービスによるサービスの利用が難しいケース、不適切なケース 

○ 通所により専門職の指導を受けながら集中的に生活機能の向上のためのトレー

ニングを行うことで改善・維持が見込まれるケース 

実施方法 事業者指定 

人員基準 

 

 配置要件 

管理者 常勤・専従１以上 ※ 

生活相談員 専従１以上 

看護職員 専従１以上 

介護職員 
～１５人 専従１以上 

１５人～ 利用者１人に専従０．２以上 

機能訓練指導員 １以上 

 （生活相談員・介護職員の１以上は常勤） 

 ※支障がない場合、他の職務、他事業所等の職務に従事可能 

和歌山市の総合事業に係る人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法に関する基準を定める規則を参照 

設備基準 

・食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 

・静養室・相談室・事務室 

・消火設備その他の非常災害に必要な設備 

・必要なその他の設備・備品 

和歌山市の総合事業に係る人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法に関する基準を定める規則を参照 

運営基準 和歌山市の総合事業に係る人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法に関する基準を定める規則を参照 

単  価 

適切な介護予防ケアマネジメントにより、必要な支援の内容と回数・時間等を決定します。 

回 数 対象者 単 位 ※１  

週 1 回程度 事業対象者、要支援１ 1,798 単位／月 

週 2 回程度 
要支援２相当の事業対象者（※２）、 

要支援２ 
3,621 単位／月 

※１ １単位＝１０．２７円  ※２ 例外的に特に必要と認めた場合（Ｐ２２参照） 

和歌山市の総合事業に係る第 1 号事業に関する規則を参照 

加算・減算 
あり（介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働

大臣が定める基準を参照） 

利用者負担 １割、一定以上所得者は２割又は３割 

支払方法 国保連合会経由で審査・支払 

限度額管理 限度額管理の対象・国保連合会で管理 
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サービス種別 短時間型通所サービス（緩和型サービス） 

サービス内容 半日程度のミニデイサービス 

サービス提供

の考え方 
○ 生活機能・社会的機能の維持・向上が必要なケース 

実施方法 事業者指定 

人員基準 

 

 配置要件 

管理者 専従１以上 ※ 

従事者 
～１５人 専従１以上 

１５人～ 利用者１人に必要数 

 ※支障がない場合、他の職務、他事業所等の職務に従事可能 

和歌山市の総合事業に係る人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法に関する基準を定める規則を参照 

設備基準 

・サービスを提供するために必要な場所（３㎡×利用定員以上） 

・消火設備その他の非常災害に必要な設備 

・必要なその他の設備・備品 

和歌山市の総合事業に係る人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法に関する基準を定める規則を参照 

運営基準 和歌山市の総合事業に係る人員、設備及び運営並びに効果的な支援の方法に関する基準を定める規則を参照 

単  価 

適切な介護予防ケアマネジメントにより、必要な支援の内容と回数・時間等を決定します。 

回 数 対象者 単 位 ※１ 

週１回程度 

（月 5回まで） 

事業対象者、 

要支援１・２ 
315 単位／回 

週２回程度 

（月 10回まで） 

要支援２相当の事業対象者（※２）、 

要支援２ 

※１ １単位＝１０．２７円  ※２ 例外的に特に必要と認めた場合（Ｐ２２参照） 

和歌山市の総合事業に係る第 1 号事業に関する規則を参照 

加算・減算 なし 

利用者負担 １割、一定以上所得者は２割又は 3割 

支払方法 国保連合会経由で審査・支払 

限度額管理 限度額管理の対象・国保連合会で管理 

  

●人員基準については、「訪問型サービス・通所型サービスにおける一体的に運営するときの人員配

置について」の資料及び「勤務表の記載例」を確認してください。 

●加算・減算については、「介護・従前相当サービスの各種加算・減算の算定要件」に「緩和型サー

ビス」が関係することがありますので「サービス事業所に関するＱ＆Ａ」を確認してください。 
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サービス種別 短期集中型通所サービス（サービス C） 

サービス内容 生活機能の向上のための機能訓練、栄養指導等 

サービス提供

の考え方 

○ 通所により専門職の指導を受けながら集中的に生活機能の向上のためのトレー

ニングを行うことで改善が見込まれるケース 

実施方法 委託 

人員基準 

 

 配置要件 

管理者 専従１以上 ※ 

従事者 
～１５人 専従１以上 

１５人～ 利用者１人に必要数 

リハ専門職 訪問アセスメントに１以上 

  ※支障がない場合、他の職務、他事業所等の職務に従事可能 

設備基準 

・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 

・他の通所型サービスと別に提供できること 

・消火設備その他の非常災害に必要な設備 

・必要なその他の設備・備品 

利用者負担 なし 

限度額管理 限度額管理の対象外 
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（６）サービス提供の考え方等について 

【和歌山市の訪問型サービスの類型】 

サービス種別 
予防給付型訪問サービス 

（従前相当サービス） 

生活支援型訪問サービス 

（緩和型サービス） 

サービス内容 訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助 

サービス提供

の考え方 

○ケアマネジメントで、以下のような訪

問介護員による専門的なサービスが必

要と認められるケース 

（例） 

・認知機能の低下や精神・知的障害に

より日常生活に支障があるような症

状や行動を伴う者 

・退院直後で状態が変化しやすく、自

立支援に向けた専門的サービスが特

に必要な者 など 

○身体介護までは必要ないが、家事等の一 

部に支援が必要なケース（生活援助のみ 

必要な方） 

 

○サービス内容は老計１０号の範囲内で柔

軟に提供可能としつつ、ケアマネジメン

トにより、利用者の自立支援に資するサ

ービスを提供 

留意点等 

「和歌山市における自立と自立支援の定

義」（P3２）に沿ってケアマネジメント

を行い、ケアプランを作成してください。 

 

訪問型サービスを必要と判断し、その上

で、以下の場合に利用できます。 

 

○身体介護のみ、又は身体介護と生活援

助の一体的な提供が必要な場合 

    

○ケアマネジメントで、訪問介護員によ

る専門的なサービスが必要と認められる

場合 

「和歌山市における自立と自立支援の定

義」（P３２）に沿ってケアマネジメントを

行い、ケアプランを作成してください。 

 

訪問型サービスを必要と判断し、その上で、

以下の場合に利用できます。 

 

〇生活援助のみ必要な場合 

      

 

 

※新しく事業の対象となる要支援者等については、自らの能力を最大限活用しつ

つ、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促す。 

※一定期間後のモニタリングに基づき、可能な限り住民主体の支援に移行してい

くことを検討する。（介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインより一部抜粋） 

身体介護 
 
①排泄・食事介助  

②清拭・入浴、身体整容  

③体位交換、移動・移乗介助、外出介助 

④起床及び就寝介助  

⑤服薬介助 

⑥自立支援・重度化防止のための見守り的援助 

 

生活援助 
 
①掃除  

②洗濯  

③ベッドメイク 

④衣類の整理・被服の補修 

⑤一般的な調理、配下膳 

      ⑥買い物・薬の受け取り 
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【和歌山市の通所型サービスの類型】 

サービス 

種別 

予防給付型通所サービス 

（従前相当サービス） 

短時間型通所サービス 

（緩和型サービス） 

短期集中型通所サービス 

（サービス C） 

サービス 

内容 

・旧介護予防通所介護と同様のサービス 

・生活機能の向上のための機能訓練 

半日程度の 

ミニデイサービス 
短期集中の機能訓練 

サービス

提供の 

考え方 

○緩和型サービスによるサービスの利

用が難しいケース、不適切なケース 

○通所により専門職の指導を受けなが

ら生活機能の向上のためのトレーニ

ングを行うことで改善・維持が見込ま

れるケース 

※生活機能の向上のためのトレーニング

とは、身体機能の向上のための機能訓練

や調理や掃除・洗濯といった生活機能向

上のためのトレーニングなど 

○生活機能・社会的機能の

維持・向上が必要なケース 

○リハ専門職の指導を受

けながら、３カ月間集中

的に生活機能の向上の

ためのトレーニングを

行うことで改善が見込

まれるケース 

〇ADLや IADLの改善に

向けた支援により、改善

可能なケース 

 

 

留意点等 

 

 

 

 

 

 

「和歌山市における自立と自立支援の

定義」（P３２）に沿ってケアマネジメン

トを行い、ケアプランを作成してくださ

い。 

通所型サービスを必要と判断し、その上

で、以下の場合などに利用できます。 

○入浴や排泄などで、身体介護が必要な

場合 

○閉じこもりの傾向にあるなど、長時間

のサービス利用が必要な場合 

○加算の対象となる専門的な機能訓練

が必要な場合  

加算 

①栄養改善加算  

②口腔機能向上加算 

③生活機能向上グループ活動加算 

など 

「和歌山市における自立と

自立支援の定義」（P32）に

沿ってケアマネジメントを

行い、ケアプランを作成し

てください。 

通所型サービスを必要と判

断し、その上で、以下の場

合などに利用できます。 

○半日程度の利用を希望す

る場合 

○閉じこもり予防のため、

外出するきっかけとして

利用する場合 

○一般介護予防事業や地域

のサークル活動等に参加

できない場合 

○外出に送迎が必要な場合 

「和歌山市における自立

と 自 立 支 援 の 定 義 」

（P32）に沿ってケアマ

ネジメントを行い、ケアプ

ランを作成してください。

通所型サービスを必要と

判断し、その上で、以下の

場合などに利用できます 

〇リハ専門職による生活

機能の向上のためのト

レーニングを行うこと

で改善が見込まれる場

合 

○サービス終了後は、一般

介護予防事業や地域の

サークル活動等への参

加を目指す 

 

※新しく事業の対象となる要支援者等については、自らの能力を最大限活用しつつ、住民主体

による支援等の多様なサービスの利用を促す。 

 ※一定期間後のモニタリングに基づき、可能な限り住民主体の支援に移行していくことを検討

する。（介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインより一部抜粋） 

 

 



 

15 
 

 

 

（７）事業対象者について 

 

事業対象者とは、総合事業の実施に伴い新設される基本チェックリストを用いた簡易な手続きにより

判定される要支援者に相当する状態の者をいいます。 

 

 ① 事業対象者が利用できるサービスについて 

  介護予防・生活支援サービス（訪問型サービス・通所型サービス）のみを利用できます。 

  ※予防給付や介護給付でのサービス利用が必要な場合は、従来どおり認定申請による要介護（要支

援）認定が必要となります。 

※第２号被保険者は「事業対象者」になることができませんので、従来どおり認定申請による要介

護（要支援）認定が必要となります。 

  

② 事業対象者の有効期間について 

 事業対象者の有効期間は終期がないため更新手続きなどは不要です。 

 ※状態変化等によりサービス量が不足する場合は、基本的には要介護・要支援認定の申請を行うよ

うにしてください。 

 

③ 事業対象者の利用限度額について 

 基本チェックリストにより事業対象者と認定された方については、原則、予防給付の要支援１の利 

用限度額と同じとします。 

○ 事業対象者：５，０３２単位 

      （特に必要と認めた事業対象者は、１０，５３１単位を適用可能）P２２参照 

 

④ 事業対象者の転入・転出について 

 事業対象者が他の市町村から転入または他市町村へ転出するときは、要介護（要支援）認定と異な

り事業対象者としての認定は引き継がれません。 

よって、本市への転入者で本市の介護予防・生活支援サービスのみを希望される場合は、新たに基

本チェックリストを実施していただくことになります。転出者については、転出先の市町村が定めた

ルールによる手続きが必要となります。 
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事業対象者の被保険者証（例） 

 

 

 

 

 

 

「要介護状態区分等」：事業対象者 

「認定年月日」：基本チェックリスト実施日 

「認定の有効期間」：空欄 

「居宅サービス等」：空欄 

「区分支給限度基準額」：空欄 

「地域包括支援センターの名称」： 

介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書に記載された地域包括支援センター名称 

 

「届出日」： 

介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書に記載された届出日（この届出日が「事

業対象者」としての有効開始日となります。） 
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（８）相談からサービス利用までの流れ  

 

 

介護予防ケアマネジメント 

依頼届出 

※市（地域包括支援課）へ提出 

⑤介護予防・ 

生活支援サービス 

※訪問型サービス、通所型サービス 

介護予防 

サービス 
※住宅改修、 

福祉用具貸与等 

介護 

サービス 
※居宅・施設・

サービス等 

非該当 

②基本チェックリストの実施 

※地域包括支援センター 
又は市で実施 

要介護・要支援認定申請 

※市（介護保険課）へ申請 

④介護予防 

ケアマネジメント 

一般介護予防事業 

①  相談（地域包括支援センター又は市） 

②           

 

 

居宅（施設） 

サービス計画 

介護予防 

サービス計画 

事業対象者 要介護１～５ 

認定調査 医師の意見書 ③判 定 

認 定 

要支援１・２ 非該当 

※明らかに要介護認定

が必要な場合 
※
明
ら
か
に
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
対
象
外
と
判
断
で
き
る
場
合 
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 （事業対象者のサービス利用までの流れ） 

 

① 相談 

被保険者は、窓口（地域包括支援センター、市（地域包括支援課等））に相談。 

窓口担当者は、相談の目的や必要と考えているサービスなどを聴き取り、要介護（要支援）認定申

請、介護予防・生活支援サービス、一般介護予防事業等についての説明を行います。 

 

② 基本チェックリストの実施 

窓口担当者は、総合事業の目的（１．要支援状態からの自立の促進や重度化予防の推進をはかる事

業であること ２．本人が立てた目標を達成するためにサービスを利用しながら一定期間取り組み、

達成後はより自立に向けた次のステップに移ること）や内容、メニュー、手続き等について説明を行

い、「基本チェックリスト」を実施します。実施に際しては、原則、本人が直接窓口に出向いて、本人

に記入していただきます。 

 

※ 事業対象者は要支援１に相当する方で、訪問型サービス等が迅速に必要な方が受けるもので 

あり、要支援より軽度の者まで対象にすることは想定していません。 

認定申請が非該当となった方が、状態が悪化したことにより、チェックリストを実施する場合は、

６カ月以内であれば理由書の添付が必要です。 

サービスの利用については、適切な介護予防ケアマネジメントによって検討されます。 

 

 ③ 判定 

基本チェックリストに該当した場合、被保険者から「基本チェックリスト」「介護予防ケアマネジメ

ント依頼（変更）届出書」「被保険者証」を市（地域包括支援課）に提出していただきます（地域包括

支援センター経由で提出することも可能）。 

市（地域包括支援課）は、判定確認後、事業対象者と記載された「被保険者証」及び「負担割合証」

を本人宛に郵送にて交付します。 

 

④ 介護予防ケアマネジメント 

地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けている指定居宅介護支援事業所

（以下、「地域包括支援センター等」という。）は、事業対象者又は要支援者に対して、重要事項等を

説明して同意を得た上で、アセスメントし、結果に基づきケアプラン（案）の作成、サービス担当者

会議を開催し、事業対象者又は要支援者の同意を得た上でケアプランを交付します。 

 

 ⑤ 介護予防・生活支援サービス 

指定事業所は、事業対象者又は要支援者に対して、ケアプランに基づき、介護予防・生活支援サー

ビス（訪問型サービス、通所型サービス）を提供します。 
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（９）基本チェックリストの実施 

 
基本チェックリストの実施 

市及び、地域包

括支援センター 

居宅介護 

支援事業所 

 

① 

【認定更新時】 

要支援認定者が認定有効期間満了時に、要支援認定の更新をせず、

基本チェックリストによる手続きを行う場合 

○ ○ 

 

② 

【新規申請時】 

要介護・要支援認定者、又は事業対象者でない方から相談を受け

た場合 

○ △ 

 

△･･･地域包括支援センターで原則対応します。ただし、例えば居宅介護支援事業所で関わりがあった

要支援者の方が、要支援認定期間は終了しているが再度サービスの利用を希望する場合、居宅介

護支援事業所のケアマネジャーが基本チェックリストを実施することができます。 

 

【① 認定更新時に基本チェックリストによる手続きを行うか判断する基準】 

訪問・通所
以外も利用

訪問・通所
以外も利用

　訪問、通所以外の
　利用予定

　　　なし 　　あり 　　なし　　　　　　　　　あり

　基本チェックリスト 認定更新 　　基本チェックリスト 認定更新

要支援１

　訪問・通所以外の
　利用予定

要支援２

    訪問利用
    （週３回程度）

    通所利用
    （週２回程度）

　訪問・通所のみ利用、
　利用なし

   訪問（週１、２回程度）

   通所（週１回程度）

   のみ利用、利用なし

 

 

【提出書類】 

  ①基本チェックリスト 

  ②介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

③介護保険被保険者証 
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５．介護予防ケアマネジメント 

 

（１）基本的な考え方 

 

地域包括支援センターが要支援者及び基本チェックリストにより事業対象者と判断された方（以下要

支援者等という）に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて、目標を設定

し、その達成に向けて介護予防の取組を生活の中に取り入れ、自ら実施・評価できるよう支援するもの

です。 

また、高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することにより、日常生活上の何ら

かの困りごとに対して、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できる

ような居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」の視点を踏まえた内容となるよう要支

援者等の選択を支援していくことも重要です。 

本市では、「和歌山市における自立と自立支援の定義」（P3２）に沿ってケアマネジメントを行って

いきます。 
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（２）ケアマネジメントの種類   

国からは３類型示されていますが、本市では当面ケアマネジメントＡのみを実施します。 

 

○ ケアマネジメントＡ（原則的な介護予防ケアマネジメント） 

現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様 

 

○ ケアマネジメントＢ（簡略化した介護予防ケアマネジメント） 

○ ケアマネジメントＣ（初回のみの介護予防ケアマネジメント） 

 

 介護予防支援 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄA ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄB ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄC 

アセスメント ○ ○ ○ ○ 

ケアプラン原案作成 ○ ○ ○ ー 

サービス担当者会議 ○ ○ △ － 

利用者への説明・同意 ○ ○ ○ ○ 

ケアプラン確定・交付 ○ ○ ○ （○） 

(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ結果) 

サービス利用開始 ○ ○ ○ ○ 

モニタリング ○ ○ △ ― 

（○実施  △必要に応じて実施  －不要） 

   

（３）実施主体 

・利用者が居住する地域の地域包括支援センター 

・地域包括支援センターから委託された指定居宅介護支援事業所 

 

 

（４）地域包括支援センターと利用者及び、 

地域包括支援センターと居宅介護支援事業所との契約 

 

○ 介護予防ケアマネジメントを開始するときは、地域包括支援センターが利用者に重要事項について

説明し、契約が必要になります。 

  担当されている利用者の方が、介護予防ケアマネジメントの対象となった場合は、地域包括支援

センターにご連絡ください。（例）認定更新後訪問型サービスのみを利用する場合や、訪問型サー

ビスと介護予防訪問看護を利用されていた方が、介護予防訪問看護を利用しなくなった場合。 

 

○ 居宅介護支援事業所は、「介護予防ケアマネジメント」業務を地域包括支援センターより受託する

場合、地域包括支援センターと委託契約が必要になります。 
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（５）支給限度額とケアマネジメント費 

 

  サービス利用パターン ケアマネジメント費 支給限度額 

事業対象者 

事業（訪問型のみ） 

介護予防ケアマネジメント費 

5,032 単位 

※例外的に 

10,531 単位まで 

事業（通所型のみ） 

事業（訪問型と通所型） 

要支援１ 

予防給付のみ 

介護予防支援費 
5,032 単位 給付 ＋ 

事業（訪問型） 

事業（通所型） 

事業（訪問型＋通所型） 介護予防ケアマネジメント費 

要支援２ 

予防給付のみ 

介護予防支援費 
10,531 単位 給付 ＋ 

事業（訪問型） 

事業（通所型） 

事業（訪問型＋通所型） 介護予防ケアマネジメント費 

※月の途中でプランの種類が変更になる場合は、「介護予防支援」で請求を行う。 

  

○事業対象者の有効期限はありません。状態変化等によりサービス量が不足する場合は、基本的には

要介護・要支援認定の申請を行うようにしてください。 

  予防給付と総合事業を併用する場合の給付管理については、併せて限度額管理を行います。 

〇事業対象者の１ヶ月当たりの支給限度額については、原則「5,0３２単位」になりますが、例外的に

特に必要と認めた場合１０，５３１単位に変更されます。具体的には、以下の①～③の場合を想定

しています。 

①退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような場合 

②骨折などで本人の状態に変化があった場合 

③介護者の入院などにより、支援内容に変更が生じた場合 

支給限度額の変更が必要と考える場合は、担当の地域包括支援センターへご相談ください。 

 

 

（６）報酬 

 （介護予防支援の介護報酬に準ずる） 

ケアマネジメントＡ 

単 価 ４４２単位 

加 算 
初回加算 ＋３００単位 

委託連携加算 ＋３００単位 

減 算 
高齢者虐待防止措置未実施減算 ―1/100 

業務継続計画未実施減算 ―1/100 

※地域区分は、６級地（１０．４２円）とします。 
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○ 初回加算 

   指定介護予防支援における基準に準じて算定できます。 

  （初回加算を算定できる場合） 

   ① 新規に、介護予防ケアマネジメントを実施する場合 

     （介護予防ケアマネジメントの実施が終了して二月以上経過した後に、介護予防ケアマネジメ

ントを実施する場合を含む） 

   ② 要介護者が、要支援認定又は事業対象者となり介護予防ケアマネジメントを実施する場合 

 

  （初回加算を算定できない場合） 

① 要支援者が認定の更新をして、総合事業のサービスを利用した場合 

② 要支援者が事業対象者となった場合（又はその逆の場合） 

③ 予防給付のサービスを利用するため、介護予防ケアマネジメントから、介護予防支援に移行

した場合（又はその逆の場合） 

 

      初回加算算定不可 

 

 

 

 

  ※介護予防支援業務を委託している居宅支援事業所が変更になった場合であっても、当該介護予防支援

事業所としては初めて当該利用者を担当するわけではないので、初回加算の算定はできない。 

 

○ 委託連携加算 

 指定介護予防支援における基準に準じて算定できます。 

介護予防ケアマネジメントについて、地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについ

て居宅介護支援事業所との情報連携等を行った場合、利用者1人につき指定居宅介護支援事業所に委

託する初回に限り、所定単位数を算定できます。 

   

○ 高齢者虐待防止措置未実施減算 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止する

ための措置が講じられていない場合に、減算の対象となります。 

（虐待の発生又はその再発を防止するための措置として） 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・虐待の防止のための指針を整備すること。 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

介護予防支援 介護予防ケアマネジメント 

事業対象者 要支援認定者 

いったりきたり 
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○ 業務継続計画未実施減算 

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築す

るため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又

は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する「業務継続計画未策定減算」が新設さ

れました。 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること 

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

 

 

 （７）サービス併用の可否 

  

 緩和型サービス 

訪問型サービス  
（生活支援型訪問 

サービス） 

通所型サービス 
（短時間型通所 

サービス） 

通所型サービス 
（短期集中型通所 

サービス） 

従前相当
サービス 

訪問型サービス 
（予防給付型訪問サービス） 

併用不可 併用可 併用不可 

通所型サービス 
（予防給付型通所サービス） 

併用可 併用不可 併用不可 
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６．請求について 

（１）月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について 

予防給付型訪問サービス・予防給付型通所サービス（従前相当サービス）を利用する場合、予防給付

と異なり、利用者との契約開始又は契約解除については、契約日（サービス事業者と利用者が契約を締

結した日）又は契約解除日を起算日として日割りで算定します。 

ただし、契約月内にサービスの提供がなかった場合、当該月については報酬を算定することができま

せん。その場合、初回のサービス提供日の属する月以降、月額報酬の算定が可能です。 

また、月途中で利用者が死亡した場合は契約解除の取扱いに準じ、死亡日を起算日として日割り請求

を行ってください。 

なお、区分変更（要支援１⇔要支援２）は変更日から、区分変更（要介護→要支援）は契約日から日

割りで算定するのは従来の予防給付と同様です。
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（２）請求の流れ 
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（３）サービスコード 

① 従前相当サービス 

事業所 サービスコード 

訪問型サービス Ａ２ 

通所型サービス Ａ６ 

 

 ② 緩和型サービス 

事業所 サービスコード 

訪問型サービス Ａ３ 

通所型サービス Ａ７ 

 

 

（４）請求明細書（予防給付費との違い） 

サービス種類 請求書 明細書 

介護予防給付費 様式１ 

・介護給付費請求書 

様式２の２ 

・介護予防サービス・地域密着型

介護予防サービス介護給付費

明細書 

介護予防・日常生活支援総

合事業サービス 

様式１の２ 

・介護予防・日常生活支援総合事

業費請求書 

様式２の３ 

・介護予防・日常生活支援総合事

業費明細書 

 

 

（５）単価 

本市の介護予防・生活支援サービスの単価は、予防給付と同様に地域区分による単価とします。 

種別 単価 

訪問型サービス １単位＝１０．４２円（６級地） 

通所型サービス １単位＝１０．２７円（６級地） 

介護予防ケアマネジメント １単位＝１０．４２円（６級地） 

 

 

（６）過誤申立処理について 

総合事業に関する過誤申立書は介護給付費過誤申立書と書式が異なります。提出先は、地域包括支

援課になります。 

和歌山市ＨＰ 総合事業に係る過誤申し立てについて（ページ番号1015964）に掲載しています。 
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（７）公費の取扱い 

 

 ※生活保護を受給している方が介護予防・生活支援サービスを利用する場合、利用票と利用票別表を

生活支援第１課へ提出してください。 

 

（８）利用者負担 

利用者負担割合は、介護給付の利用者負担割合（１割、一定以上所得者は２割又は3割）と同じとしま

す。また、給付における利用者負担額の軽減制度に相当する「高額介護予防サービス費相当事業」及び

「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」を実施します。 

なお、保険料を滞納している方が介護保険サービスを受けた時にとられる給付制限と同様の措置につ

いては、当面、適用しません。 

【給付制限】 

予防給付のサービスについては、従来通り、給付制限は適用されます。 

介護予防・生活支援サービスに移行した要支援者で、被保険者証に給付制限の記載がある方は、予

防給付のサービスについては給付制限が適用されますが、介護予防・生活支援サービスについては給

付制限が適用されませんので、ご注意ください。 

  

 利用するサービス 

予防給付 
介護予防・ 

生活支援サービス 

要支援者 給付制限あり 給付制限なし 

事業対象者  給付制限なし 
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（９）委託分の居宅介護支援事業所から地域包括支援センターへの請求について 

    

 （提出書類）    ・請求書 

・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務 明細書 

              ・給付管理票 

 

   （請求時の注意点） サービス利用実績により、算定が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）住所地特例対象者 

   住所地特例対象者に対する介護予防・生活支援サービスの提供については施設所在市町村が行

い、介護予防ケアマネジメントについても施設所在市町村の地域包括支援センター等が行うこと

になります。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス提供事業者 施設所在市町村が指定する事業所 

費用の額 施設所在市町村が定める額 

費用負担 保険者市町村 

ケアマネジメント実施者 施設所在市町村の地域包括支援センター等 

 本来のプラン（介護予防支援） 

ショートステイ（予防給付） 

訪問型サービス（総合事業） 

４月利用実績 

ショートステイ 

訪問型サービス 

↓ 

介護予防支援費で算定 

５月利用実績 

訪問型サービス 

↓ 

介護予防ケアマネジメント費

で算定 

６月利用実績 

ショートステイ 

訪問型サービス 

↓ 

介護予防支援費で算定 
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１－１．和歌山市民が他市町村のサービスを利用する場合 

 「和歌山市」 「他市町村」 

【住民票】和歌山市 

【保険者】和歌山市 

・他市町村のサービスを利用 

 

 

 

 

 

 

《事業所》 

介護予防ケアマネジメント 「和歌山市」の地域包括支援センター等が実施 

《事業所》の指定 「和歌山市」の指定が必要（和歌山市が定める費用の額・地域区分の単価で請求） 

１－２．他市町村住民が和歌山市のサービスを利用する場合 

 「和歌山市」 「他市町村」 

【住民票】他市町村 

【保険者】他市町村 

・和歌山市のサービスを利用 

 

《事業所》 

 

 

 

 

介護予防ケアマネジメント 「他市町村」の地域包括支援センター等が実施 

《事業所》の指定 「他市町村」の指定が必要（他市町村が定める費用の額・地域区分の単価で請求） 

２－１．和歌山市に居住する住所地特例対象者がサービスを利用する場合 

 「和歌山市」 「他市町村」 

【住民票】和歌山市 

【保険者】他市町村 

・和歌山市のサービスを利用 

 

《事業所》 

 

 

 

 

介護予防ケアマネジメント 「和歌山市」の地域包括支援センター等が実施 

《事業所》の指定 「和歌山市」の指定が必要（和歌山市が定める費用の額・地域区分の単価で請求） 

２－２．他市町村に居住する住所地特例対象者がサービスを利用する場合 

 「和歌山市」 「他市町村」 

【住民票】他市町村 

【保険者】和歌山市 

・他市町村のサービスを利用 

 

 

 

 

《事業所》   

 

 

 

介護予防ケアマネジメント 「他市町村」の地域包括支援センター等が実施 

《事業所》の指定 「他市町村」の指定が必要（他市町村が定める費用の額・地域区分の単価で請求） 

 

 

施設 
（住所地特例対象） 

転入 

転出 

施設 
（住所地特例対象） 
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（１１）よくある質問 

 

1 

総合事業の緩和型サービスを利用

していたが、状態に変化があり従前

相当サービスを利用することが必

要となった場合、月途中で変更する

ことは可能ですか？ 

また、ケアプランは再作成が必要で

すか。 

月途中でサービスを変更することは可能ですが、サービス担当者会議

の開催やケアプランの再作成などを行う必要があります。 

2 

状態に変化があり、緩和型サービス

から月途中で従前相当へ変更とな

る場合、算定はどうしたらいいです

か。 

事業所の契約が、従前相当と緩和型の一体型の場合に、かつ、契約日

が利用月の前月又は利用月の１日になっている場合は、緩和型の提供

回数＋従前相当の月額請求ができますが、利用者の自己負担額の観点

から従前相当の月額請求のみ行うこともできます。                                          

ただし、契約書が緩和と従前相当で別に締結しており、従前相当で契

約し直す時の請求は、緩和型の実績分に加えて、従前相当契約日での

日割り計算となります。 

3 

予防給付型訪問サービスの初回加

算はどのようなときに算定できま

すか。 

①予防給付型訪問サービスから生活支援型訪問サービスに移行した

場合、生活支援型訪問サービスには初回加算がないため、算定できま

せん。 

②生活支援型訪問サービスから予防給付型訪問サービスに移行した

場合、初回加算は算定できます。（ただし、算定要件は同様の考え方

となります） 

③予防給付型訪問サービス・生活支援型訪問サービスから要介護の認

定が出て、訪問介護を利用した場合、訪問介護の初回加算を算定でき

ます。 

4 

通所サービス（予防給付型通所サー

ビスおよび短時間型通所サービス）

は、送迎しなくてもいいですか。 

送迎サービスは含まれています。本来自分で通所できる方はサービス

の対象ではありません。予防給付型通所サービスについては、送迎を

行わない場合は減算があります。また、地域に運動する場所がない場

合などは、通所サービスを利用しながら、サロンや自主グループの立

ち上げなどを提案してください。 

5 

緩和型（訪問型サービス又は通所型

サービス）を週1回利用するプラン

を立てた場合、利用回数の上限が５

回となりますが、その月が４週なの

で１回余ります。余っているので、

その１回を利用してもいいですか。 

「月〇回まで」とあるのは５週目に対応することが主な目的であり、

回数が「余っているから」等の理由で利用することは、必要以上のサ

ービスを行うことにもなり、介護保険の目的の一つである「自立支援」

に沿うものではありません。 

その他の質問につきまして、和歌山市ＨＰ 介護予防・日常生活支援総合事業 Q＆A 集「ケアマネジ

メントに関する Q＆A」「サービス事業所に関する Q＆A」（ページ番号 1012444）に掲載しています。 
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７．地域ケア会議等 

本市では、各地域包括支援センター主催で、自立支援・重度化防止の観点から、多職種の視点に立ったケア

プランにつなげる「自立支援型地域ケア会議」及び支援困難な対象者等に対して具体的な支援方法等を検討す

る「困難事例等地域ケア会議」を開催しています。 

 

  

本市では、介護支援専門員がケアプラン作成にあたって活用していただくために、自立の考え方や自立支援に

ついて、市全体の共通の定義を作成しています。 

 

 

和歌山市における自立と自立支援の定義（暫定的確定） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

『自立』とは、心身機能の維持向上に努め、社会の中で役割を持ち、

主体的な自己決定に基づいた、自分らしい生活を継続できること。 
 

『自立支援』とは、自分らしい生活をイメージできるように、 

その人の可能性と環境を知り、本人だけではなく、家族や地域を含

めた支援者で共有する。そして、その人の改善の可能性を理解し、

その能力を引き出すために、総合的な資源を活用して、自分らしい 

生活を継続できるようにすること。 
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和歌山市 

 

 今後迎える、急激な人口減少、超高齢社会を乗り切るためには、 

  自助・互助・共助・公助を組み合わせた取り組みを行い、 

      持続可能な社会の構築が求められています。 

   地域の方々が安心して暮らせる地域づくりのために、 

     みなさまの参加と協力が必要になります。 

これからもご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

住民、地域、関係者の相互の共通認識（理解）が必要です

介護保険制度の基本的な考え方（介護保険法より抜粋）

第１条（目的）

要介護状態となっても、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるように、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る

第４条（国民の努力及び義務）

自ら要介護状態となることを予防するため、健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態と

なった場合においても、その有する能力の維持向上に努める

第５条（国及び地方公共団体の責務）

可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

うにする


